
平成 27 年 5 月 19 日 参議院外交防衛委員会 民主党・新緑風会 小西洋之 

出典：「参議院議員小西洋之君提出憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問に対する答弁書」（第 188 回,答弁第 16 号,平成 27

年 1 月 9 日）及び平成 6 年 10 月 18 日参議院予算委員会及び日本国憲法前文より小西洋之事務所作成  

憲法前文の「平和主義」の意味 
 

 

参議院議員小西洋之君提出憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問に対す

る答弁書  （答弁書第一六号 内閣参質一八八第一六号  平成二十七年一月九日） 
 

憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国

民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決

意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間

相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公

正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、

全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する

ことを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条が

その理念を具体化した規定であると解している。 

 

 

 

■第 131回国会参議院予算委員会 - 3号 平成 06年 10月 18日 

○政府委員（大出峻郎君・内閣法制局長官） 憲法前文は、その憲法制定の由来とか目

的とか制定者の決意などを宣言するために個々の条文の前に置かれるものでありま

して、そこでは憲法の基本原理だとが述べられるのが通常であると思います。・・・

日本国憲法前文はそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持

っているとするのが、これが学説における通説的な考え方であろうかと思います。政

府といたしましても、従来からそのような理解をしてきておるところであります。 

 

 

 

■日本国憲法（昭和二十一年十一月三日憲法）前文 

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれ

らの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたら

す恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること

を決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国

政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国

民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理

であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲

法、法令及び詔勅を排除する。 

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚

するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を

保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から

永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。わ

れらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利

を有することを確認する。 

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないの

であつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主

権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成すること

を誓ふ。



平成 27 年 5 月 19 日 参議院外交防衛委員会 民主党・新緑風会 小西洋之 

出典：昭和 51 年 5 月 7 日参議院予算委員会、佐藤功著『憲法（上） 〔新版〕』（有斐閣・1983 年）〕及び国会答弁書（平成 26 年 11 月 6

日 参議院外交防衛委員会 小西洋之議員）」（内閣官房国家安全保障局より情報公開請求により開示）より小西洋之事務所作成  

■第 77回国会参議院予算委員会 - 9号  昭和 51年 05月 07日 
○政府委員（吉國一郎君） この前文の第一段で、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起る

ことのないやうにすることを決意し、」と書いてございますのは、ただいま申し上げましたよ

うに、戦争の主体が国家である、戦争を起こすことの決定は国政の運用に当たる国家機関によ

ってなされるということに着目したからであると考えられるのでありまして、その趣旨といた

しますところは、要するに、わが国民がかつて体験したような戦争の惨禍が起こることがない

ようにするという日本国民のかたい決意を表明したところにあると考えられまして、これは憲

法の基本原則の一つであるところの平和主義を強調したものであるというのが現在の前文の

解釈であろうと思います。 

○政府委員（吉國一郎君） 「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」

と書いてございますが、憲法制定の当時における考え方は、従来の、過去の戦争が国家機関の

手によって行われ、その惨禍を日本国民がひとしく受けたというところに着目をいたしまして、

どうしてもそういうことが起こることがないようにしよう、そこで国民主権ということを確立

することによって過去のそのような例が起こることがないようにするというかたい決意を表

明したものであるということが大方の憲法学者の解釈でございます。私もそのとおり考えてお

ります。 

○政府委員（吉國一郎君） 憲法の前文の第二項と申しますか、第二段は、本文の第九条及び第

九十八条第二項の規定と相まちまして、わが国は平和主義、国際協調主義の立場に立つことを

宣明したものであると思います。そこの中に、「人間相互の関係を支配する崇高な理想」とい

う文言がございますが、これは、たとえば友愛でございますとか、信頼でございますとか、あ

るいは協調というような、民主的な社会の存立のために欠くことのできない人間と人間との関

係を規律する最高の道徳律を言うのだというのが、これまた大方の憲法学者の説明でございま

す。私もそのように考えております。また、「深く自覚する」ということは、わが国が他から

押しつけられて受動的にこの平和主義の原則を宣明したということではなくて、人類の崇高な

理想を深く自覚した結果、みずから進んで、他から押しつけられたものではなくて、みずから

進んで決意したということを示すものとして「深く自覚する」という文言を使ったものと解釈

をいたしております。 

 

 

■出典：佐藤功著『憲法（上） 〔新版〕』（有斐閣・1983年）〕 

 

前文のこの部分は直接には大西洋憲章（一九四一年八月一四日）の第六項「…すべての国

のすべての人々が恐怖と欠乏から解放されてその生命を全うすることを保障する平和が確

立されることを希望する」の文句から来たもの…ここにすべての国民が「平和のうちに生

存する権利」を有するという表現になっていることは、平和の確立を「国家」の任務すな

わち「国家」の問題として捉えるのではなく、平和を「国民」の「権利」として、すなわ

ち平和の問題を人権の問題として捉えていることを示しており、そこにこの文句の特別の

意味がある。そして、このように平和の問題は人権の問題であるとするのは、戦争こそ人

の生命・自由に対する最大の脅威であり、平和なきところに人権はなく、平和こそ人類が

維持され保障されるための条件であるという基本的立場に基づく。 

 ｢平和のうちに生存する権利｣とは右のような人権の条件としての平和を享受する権利を

意味する。 

 

 

■国会答弁書（平成 26年 11月 6日 参議院外交防衛委員会 小西洋之議員）」（内閣官

房国家安全保障局より情報公開請求により開示） 

 

１ 閣議決定文書の案を除き、存在しない 

 〇 内閣法制局に意見を求めた際の資料は、閣議決定文書の案を 

除き、存在しません。 

   
【解説】7.1閣議決定に際して、内閣法制局が内閣法制局設置法に基づく憲法問題の審査のために用いた

資料は、前日の 6月 30日に解釈変更の起案担当省庁である国家安全保障局から提出された 7.1閣議決定の

最終案文のみであり、また、そこには、前文の平和主義の文言は一言も書かれていない。（内閣法制局は、

7月 1日午前中に電話で「意見なし」と回答している。） 


